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請負契約という建設工事の特性から、発注者との関係で弱い立場に置かれる建設産業では、例えば増税分の
値引きを求められやすいなど、消費税の負担を発注者に転嫁できない状況が生じる懸念がある。

建設産業における消費税の円滑かつ適正な転嫁について

建設産業への影響について

＜過去の転嫁拒否事例＞＜過去の転嫁拒否事例＞

○ 設計変更による増額分が生じた際、本来は新税率（５％）が適用
されるところ、発注者の理解を得ることができず、本体契約と同じ
旧税率（３％）でしか支払ってもらえず、税率の差分（２％）を元請
企業が負担して納税した。

○ 発注者と元請企業との契約が経過措置の適用により旧税率が
適用されることを理由に、元請企業が当該工事の下請先に対して、
新税率が適用される契約に関して引き上げ分の消費税の支払い
を拒否した。

具体的な転嫁対策の取り組みとしては、

①消費税の円滑かつ適正な転嫁について各方面（※）への周知徹底

※建設業団体、公共発注機関（各省庁、都道府県等）、民間発注者（業課所管省庁に対する指導依頼）

②相談窓口の設置（国交省全体、建設業所管部局）

③元請企業・下請企業間の取引実態調査等を通じた転嫁状況の実態把握

④建設業法令遵守推進本部による建設企業への指導等徹底

などについて、これまで培ってきた調査指導の体制・ノウハウも有効に活用し
ながら、建設産業における円滑かつ適正な転嫁対策を実施する。（※都道府県知
事許可業者については、都道府県において対応予定）

建設産業における転嫁対策について

指定日（25.10.1） 施行日（26.4.1） 適用関係

旧税率

新税率

新税率

旧税率

契約 引渡し

契約 引渡し

契約

引渡し増額変更

（参考）工事の請負に係る消費税の経過措置（参考）工事の請負に係る消費税の経過措置

※消費税率10%に係る指定日は27.4.１、施行日は27.10.1となる

○国土交通本省に「消費税価格
転嫁等総合相談センター（仮称）
分室」を設置予定

○各地方整備局等においては
「建設業 法令遵守推進本部」
にて対応予定
（駆け込みホットラインの活用）

相談窓口
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消費税転嫁対策特別措置法と建設業法との関係について

消費税転嫁対策特別措置法 建 設 業 法

特定供給事業者（受注者）

特定事業者の遵守事項（法第3条）
(1)減額・買いたたき（第1号） (2)購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制（第2号）
(3)税抜き価格での交渉の拒否（第3号） (4)報復行為（第4号）

転嫁拒否等の行為に対する検査、指導等
(1)公取委、主務大臣、中企庁長官による報告・検査（法第15条）
(2)公取委、主務大臣、中企庁長官による指導・助言（法第4条）
(3)主務大臣、中企庁長官による措置請求（法第5条） (4)公取委による勧告・公表（法第6条）

法人
〃

資本金2億円
資本金1億円

資本金3億円を超える
資本金3億円以下
資本金1億円
資本金2億円

×

特定事業者（注文者）

役務の提供

資材等の供給

・法人（資本金3億円以下）
・個人

建設業者

・法人（資本金3億円以下）
・個人

建設業者（下請負人）

・法人

建設業者（元請負人）

・法人

建設業者

建設業法の適用となる
転嫁拒否対応関係

発注者

・法人である事業者
・大規模小売事業者

・法人（資本金3億円以下）
・個人

資材業者等

（建設工事の請負契約）

（建設工事の請負契約）

役務の提供

注文者 受注者

建設業法における遵守事項
・不当に低い請負代金（法第19条の3）
・指値・赤伝処理（法第18条、第19条

第1項、第19条の3、第20条第3項）

建設業法における検査、指導等
・報告・検査（法第31条）
・指導・助言・勧告（法第41条）
・公取委への措置請求（法第42条） 2

※資本金に関係なし



消費税の転嫁拒否等の行為に対する処理スキーム

◆ 措置請求

地方公共
団体等

◆ 勧告

公正取引委員会

◆ 報告徴収・立入検査
（書面調査・ヒアリング）

◆ 指導

公正取引委員会
中小企業庁長官

主務大臣

特定事業者
（転嫁拒否等をしている事業者）

情報提供

指導により

迅速かつ効果的な是正

◆ 報告徴収・立入検査
（書面調査・ヒアリング）

情報共有

転嫁拒否等の行為

勧告と同時に公表

特定供給事業者
（転嫁拒否等をされた事業者）

①大規模小売事業者に継続して商品又
は役務を供給する事業者
②資本金等の額が３億円以下である事
業者
③個人事業者等

①大規模小売事業者
②特定供給事業者から
継続して商品又は役務
の供給を受ける法人で
ある事業者

減額
買いたたき
購入強制・役務の利用強制
不当な利益提供の要請
税抜き価格での交渉の拒否
※報復行為の禁止

違反行為が
①多数に対して行われている場合
②不利益の程度が大きい場合
③繰り返し行う蓋然性が高い場合
などには必ず措置請求を行うものとする。
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